
前期水戸学における神器論争（齋藤）

明
暦
三
（
一

六
五
七）

•

徳
川
光
圏
の
命
に
よ
っ
て
始
動
し
た
水
戸
藩

の
修
史
事
業
は 、

や
が
て
『
大
日
本
史
』

と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
が(
l) 、

そ
の
有
名
な
三
大
特
筆
は 、

神
功
皇
后
を
后
妃
伝
に
入
れ 、

大
友
皇
子
を
帝
紀
に
載

せ 、

そ
し
て
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
南
朝
を
正
統
の
天
皇
と
定
め
た
こ
と
で
あ
っ
た 。

こ
の
南
朝
正
統
論
は 、

藤
田
幽
谷
起
草
の
「
大
日
本
史
を
進
む
る
表」

に 、
「
西
東

の
争 、

南
北
の
乱 、

皇
統
を
正
閏
す
る
は 、

唯
だ
神
器
の
在
否
を
視
る
の
み(
2)」

（
文
化
七
〈
一

八
一

0〉

年）

と
あ
る
ご
と
く 、

神
器
を
有
す
る
天
皇
を
正
統
と
す

る
言
説
で
あ
る
神
器
正
統
論
に
依
拠
し
て
い
た 。

だ
が
一

方
で
神
器
正
統
論
を
め
ぐ

っ
て 、

栗
山
潜
鋒 、

三
宅
観
瀾 、

安
積
溜
泊
と
い
っ
た
前
期
水
戸
学
を
代
表
す
る
彰

考
館
の
史
臣
た
ち
は
議
論
を
戦
わ
せ
て
い
た 。

本
稿
は 、

論
争
の
中
心
と
な
っ
た
潜

鋒
と
観
瀾
の
言
表
を
取
り
上
げ 、

こ
の
神
器
論
争
を
神
道
思
想
史
の
視
点
か
ら
再
考

序

す
る
こ
こ
ろ
み
で
あ
る 。

本
論
へ
入
る
前
に
神
器
論
争
に
関
す
る
先
行
研
究
を
瞥
見
し
て
お
こ
う 。

戦
前
に

お
い
て
は
瀬
谷
義
彦
が 、

潜
鋒
の
神
器
正
統
論
を
「
義
公
精
神」

と
一

致
す
る
も
の

と
し 、
「
正
統
は
義
に
あ
り
て
器
に
あ
ら
ず」

と
す
る
観
瀾
の
立
場
は
そ
れ
に
対
立

す
る
も
の
と
見
な
し
た 。、
さ
ら
に
瀬
谷
は
両
者
の
対
立
が 、

山
崎
闇
斎
学
派
に
お
け

る
神
道
派
と
儒
学
派
の
差
異
に
由
来
し
て
い
る
と
位
置
付
け
た(
3)
。

高
須
芳
次
郎

の
見
方
も
ほ
ぼ
瀬
谷
と
一

致
す
る
が 、

高
須
は
観
瀾
も
神
器
へ
の
尊
崇
の
念
は
持
っ

て
い
た
と
し(
4) 、

溝
口
駒
造
も
ま
た 、

潜
鋒
と
観
瀾
は
表
面
的
差
異
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
本
質
的
同
一

性」

を
有
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
た
(

5
)
0

戦
後
に
お
い
て
も
鳥
巣
通
明
が
瀬
谷
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
図
か
ら
神
器
論
争
を
位
置

付
け
て
い
る(
6) 。

た
だ
し
鳥
巣
は
彰
考
館
の
神
器
論
争
を 、

闇
斎
学
派
に
お
け
る

南
朝
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
議
論
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
と
ら
え 、

潜
鋒
の
立
場
を
北
畠

親
房
や
山
崎
闇
斎
の
系
譜
に
あ
る
神
道
的
正
統
論
と
し 、

観
瀾
を
浅
見
綱
斎
に
よ
る

前
期
水
戸
学
に
お
け
る
神
器
論
争

一

投
稿
論
文
一

齋
藤

公
太
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儒
教
的
正
統
論
の
後
継
者
と
見
な
し
た。

鳥
巣
は
神
器
論
争
を
め
ぐ
る
神
道
と
儒
教

の
対
立
と
い
う
構
図
を
一

層
強
調
し
た
の
で
あ
る。

細
か
な
差
異
は
あ
る
も
の
の、

こ
の
よ
う
な
構
図
は
名
越
時
正
や
近
藤
啓
吾、

松
本
丘
の
論
考
に
も
み
ら
れ
る(
7)。

鳥
巣
ほ
ど
神
道
を
重
視
し
な
い
論
者、

た
と
え
ば
松
本
三
之
介
な
ど
も、

潜
鋒
の

議
論
は
神
器
を
「
そ
れ
自
体
神
聖
化」

し、

神
器
正
統
論
の
「
形
式
性
を
徹
底
さ
せ

る」

も
の
で、

そ
の
点
が
漁
泊
・

観
瀾
と
の
差
異
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る(
8)。

か

く
の
ご
と
く、

通
常
の
儒
学
と
は
異
質
な
神
器
正
統
論
を
強
硬
に
主
張
す
る
潜
鋒
と、

そ
れ
に
対
立
す
る
観
瀾
（
お
よ
び
溜
泊）

と
い
う
図
式
は、

お
お
む
ね
戦
後
の
水
戸

学
研
究
の
中
で
共
有
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う(
9)。

戦
前
の
研
究
に
一

部
見
ら
れ
た
よ
う
に、

潜
鋒
と
観
瀾
の
思
想
を
同
一

視
す
る
こ

と
は、

両
者
の
政
治
的
立
場
の
違
い
を
あ
ま
り
に
軽
視
し
て
い
る
が、

神
器
論
争
を

対
立
の
構
図、

と
り
わ
け
神
道
と
儒
教
の
対
立
と
い
う
構
図
に
当
て
は
め
る
こ
と
も

ま
た、

事
態
を
単
純
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

前
述
の
溝
口
は、

垂
加
神
道

へ
の
批
判
も
含
む
観
瀾
の
神
道
観
が、

後
期
水
戸
学
に
至
る
ま
で
影
響
を
与
え
た
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る(
10)。

本
稿
は
そ
の
よ
う
な
点
を
よ
り
具
体
的
に
論
証
し
つ

つ
神
器
論
争
の
内
実
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る。

一
、

神
器
論
争
の
背
景

(
1)

神
器
正
統
論
の
導
入

ま
ず
本
章
で
は
神
器
論
争
の
背
景
を
確
認
し
て
お
く。

そ
も
そ
も
『
大
日
本
史』

に
お
け
る
南
朝
正
統
論
の
形
成
は
延
宝
八、

九
（
一

六
八
0、
一
）

年
が
転
機
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る(
11)。

そ
の
南
朝
正
統
論
の
論
拠
と
し
て
神
器
正
統
論
が
導
入
さ
れ

た
正
確
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が、

後
述
の
よ
う
に
南
朝
か
ら
北
朝
へ
の
正
統
の
継

承
を
保
証
す
る
点
に
神
器
正
統
論
の
意
味
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
『
大
日
本
史
』

本

紀
の
末
尾
に
後
小
松
天
皇
を
加
え
る
こ
と
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
天
和
三
（
一

六
八
三）

年
の
時
点
で、

す
で
に
神
器
正
統
論
が
構
想
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る

(
12)。と

こ
ろ
で
安
藤
為
章
の
記
録
に
よ
れ
ば、
『
大
日
本
史
』

の
三
大
特
筆
は
次
の
よ

う
な
経
緯
で
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う。

其
中
に
神
功
皇
后
を
后
妃
伝
に、

大
友
皇
子
を
帝
紀
に
載
せ、

三
種
神
器
の
吉

野
よ
り
か
へ
り
た
る
ま
で
を
南
朝
を
正
統
と
し
玉
ふ
な
ん、

西
山
公
の
御
決
断

な
り
け
ら
し。

館
の
諸
儒
た
ち
さ
ま
ぐ
議
論
あ
り
て、

御
顔
ば
せ
を
犯
し
た
る

輩
も
有
し
か
ど
も、

こ
れ
計
は
某
に
許
し
て
よ、

当
時
後
世
わ
れ
を
罪
す
る
事

を
し
る
と
い
へ
ど
も、

大
義
の
か
A
る
と
こ
ろ
い
か
ん
と
も
し
が
た
し
と
て、

他
の
議
論
を
用
ひ
た
ま
は
ず(
13)。

（
『
年
山
紀
聞』、

元
禄
十
五
〈
一

七
0
二〉

年
成
立）

光
囲
は、

彰
考
館
員
に
よ
る
異
論
も
あ
る
中、

独
断
で
神
器
正
統
論
に
よ
る
南
朝

正
統
論
を
採
決
し
た
の
で
あ
っ
た。

神
器
正
統
論
に
よ
る
南
朝
正
統
論
は、

す
で
に

山
崎
闇
斎
の
『
倭
鑑
』
（
明
暦
三
〈
一

六
五
七〉

年
起
稿）

や、

林
鵞
峰
の
『
本
朝

稽
古
続
篇
』
（
万
治
三
〈
一

六
六
0〉

年
成
立）

に
も
見
ら
れ、

光
隙
の
独
創
と
い

う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が、

北
朝
正
統
論
に
基
づ
く
歴
史
叙
述
が
主
流
の
時
代
に
お

い
て、

な
お
か
つ
彰
考
館
内
か
ら
の
反
対
を
受
け
な
が
ら
も
採
用
を
決
断
し
た
こ
と

に
は
何
ら
か
の
積
極
的
な
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。

そ
の
理
由
を、

安
積
溜
泊

は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る。

口
□

南
朝
を
正
統
に
立
ら
れ
た
る
事
当
時
□

□

朝
廷
へ
さ
は
る
事
の
様
に
議
す

る
者
も
可
有
之
候
欺
然
と
も
此
事
ハ
□

後
醍
醐
天
皇
三
種
神
器
を
擁
し
た
ま
ひ

御
子
孫
相
承
大
位
に
拠
給
ふ
事
な
れ
は
其
統
を
帝
紀
に
立
ら
れ
た
る
事
天
無
二

日
の
理
に
し
て
自
然
の
勢
な
り
全
鉢
大
日
本
史
は
編
次
南
朝
亡
迄
に
限
る
へ

き

事
な
り
然
る
に
後
小
松
紀
を
立
ら
れ
た
る
ハ
深
意
有
之
事
敗
其
の
故
は
只
神
器

の
在
所
に
正
朔
を
帰
せ
ら
る
A
心
に
て
明
徳
三
年
南
朝
亡
神
器
入
洛
の
時
よ
り

後
小
松
に
年
号
を
か
A
け
書
せ
ら
れ
た
る
事
南
北
両
朝
い
つ
れ
も
同
く
神
裔
に
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て
軽
重
な
く
神
器
北
朝
に
帰
し
た
る
時
ハ
今
日
の
天
下
北
朝
す
な
ハ
ち
嫡
統
た

る
事
日
月
の
こ
と
く
あ
き
ら
か
に
世
に
し
ら
し
め
ん
た
め
に
て
朝
廷
を
推
尊
は

る
A
こ
A
ろ
な
り(
14)

（
『
往
復
書
案
』、

享
保
十
九
〈
一

七
三
四〉

年
七
月

赤
林
八
郎
左
衛
門
・

大
場
弥
右
衛
門
宛
安
積
溜
泊
書
簡）

こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は、

神
器
正
統
論
が
南
北
朝
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
ア
ポ
リ
ア

を
解
決
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

北
朝
は
朝
廷
に
反
逆
し
た
足
利
尊

氏
側
の
擁
立
し
た
天
皇
で
あ
り、

名
分
論
の
点
か
ら
い
え
ば
正
統
の
天
皇
と
は
認
め

が
た
い。

し
か
し
南
朝
を
正
統
と
す
る
な
ら
ば、

元
中
九
・

明
徳
三
(
-

三
九
二）

年
に
後
亀
山
天
皇
が
後
小
松
天
皇
に
神
器
を
譲
渡
し、

事
実
上
南
朝
が
敗
北
し
た
後

は、

正
統
の
皇
統
が
と
だ
え
た
と
解
釈
す
る
余
地
が
生
じ
て
し
ま
う。

神
器
正
統
論

を
導
入
す
れ
ば、

南
北
朝
時
代
に
は
真
正
の
神
器
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
南
朝
が

正
統
と
な
り、

南
北
朝
時
代
以
後
は
神
器
を
継
承
し
た
北
朝
が
正
統
と
い
う
こ
と
に

な
る。

か
く
て
「
帝、

神
器
を
受
け
た
ま
ふ
に
及
び
て、

海
内
始
め
て
一

統
し、

車

書
文
軌
を
同
じ
く
し、

世
世
相
承
け
て
宝
詐
限
無
し
（
15）
」

と
『
大
日
本
史
』

本
紀

（
巻
之
七
十
三）

が
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に、

万
世
一

系
の
皇
統
と
い
う
物
語
は
守

ら
れ、

日
本
史
に
お
け
る
「
大
義」

の
貫
徹
を
示
す
こ
と
が
で
き
る。

こ
の
点
に
関
し
て
尾
藤
正
英
は、

神
器
正
統
論
が
導
入
さ
れ
た
の
は
北
朝
の
流
れ

を
汲
む
朝
廷
へ
の
配
慮
で
あ
り、

ま
た
当
初
易
姓
革
命
論
に
基
づ
く
王
朝
交
替
史
観

9r
\

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
『
大
日
本
史
』

を、
「
日
本
の
国
情」

に
合
わ
せ
る
た
め

の
「
折
衷」

だ
っ
た
と
位
置
付
け
る(
16)
。

し
か
し
『
年
山
紀
聞
』

の
記
述
や
溜
泊

の
書
簡
を
字
義
通
り
に
受
け
取
る
な
ら
ば、

神
器
正
統
論
は
外
的
要
因
に
配
慮
し
た

結
果
の
「
折
衷」

と
い
う
よ
り
も、

光
囲
の
よ
り
積
極
的
な
意
志
の
も
と
で
採
用
さ

れ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う。

尾
藤
の
説
は、

王
朝
交
替
史
観
と
皇
統
の
永
続
性
に
関
す
る
言
説
は
両
立
し
え
な

い
と
い
う
こ
と
が
暗
黙
の
前
提
に
な
っ
て
い
る。

し
か
し
近
世
日
本
の
儒
者
に
と
っ

て
は、

武
家
に
よ
る
事
実
上
の
革
命
が
行
わ
れ
た
あ
と
も
天
皇
が
形
式
上
の
君
主
で

あ
り
続
け
る
こ
と
が
矛
盾
の
な
い
こ
と
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た(
17)
。

事
実、

光

匪
は
「
我
か
主
君
は
天
子
な
り、

今
将
軍
ハ
我
か
宗
室
也(
18)
」
（
『
桃
源
遺
事
』）

と
述
べ
、

天
皇
を
真
の
主
君
と
し
て
推
戴
し
て
い
る。

光
囲
の
皇
統
に
対
す
る
崇
敬

に
は、

徳
川
宗
家
と
の
対
抗
関
係
や、

明
清
交
替
を
受
け
て
の
「
日
本
型
華
夷
思

想」

が
作
用
し
て
い
る
だ
ろ
う。

ま
た
朱
子
学
へ
の
制
度
的
保
障
の
な
い
近
世
日
本

に
お
い
て、

無
窮
の
皇
統
と
い
う
日
本
の
本
来
性
を
通
じ
て
君
臣
の
「
大
義」

の
実

在
を
示
そ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る(
19)
。

だ
が
神
器
正
統
論
の
導
入
は
彰
考
館
に
お
け
る
論
争
を
引
き
起
こ
し
た。

前
述
の

よ
う
に
天
和
三
年
の
時
点
で
す
で
に
神
器
正
統
論
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば、

元
禄
六
（
一

六
九
三）

年
に
潜
鋒
が、

そ
し
て
同
十
二
（
一

六
九
九）

年
に
観
瀾
が

彰
考
館
に
入
っ
た
と
き
に
は、

も
は
や
そ
の
方
針
が
決
定
済
み
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る。

潜
鋒
の
主
著
『
保
建
大
記』

に
寄
せ
た
観
瀾
．

溜
泊
の
序
文
と
跛
文
に
よ

れ
ば、

神
器
論
争
は
次
の
よ
う
な
経
緯
で
起
こ
っ
た
と
い
う。

ほ

ぼ

余、

子
と
同
邦
・

共
宦、

学
略
と
趣
を
均
し
く
す
る
を
以
て、

平
素、

歓
甚
だ

し
く、

其
の
所
論
を
承
け
て、

毎
に
意
に
相
投
ず。

但
だ
其
の
謂
ふ
所
の、

神

器
の
在
否
を
以
て
人
臣
の
向
背
を
卜
す
る
者
は、

議
意
に
合
せ
ず(
20)
。

（
三
宅
観
瀾
「
保
建
大
記
序」、

正
徳
二
〈
一

七
―

二〉

年）

時
に
観
瀾
宅
君、

同
じ
く
史
局
に
在
り、

相
得
て
罐
す
る
こ
と
甚
だ
し
く、

屡

も
っ

と
此
の
書
〔
『
保
建
大
記』〕

を
将
て
折
衷
討
論
す。

宅
君、

其
の
精
確
に
服
す

れ
ど
も、

神
器
の
議
は、

終
に
協
ふ
こ
と
能
は
ず。

…
…
時
に
或
は
此
の
書
を

と
も

出
し、

亦
相
与
に
商
量
す。

余、

一

言
之
を
貶
し
て
日
く、
「
此
れ
経
生
の
常

輝
の
み。

烏
ん
ぞ
貴
ぶ
に
足
ら
ん
や」

と(
21)
。

（
安
積
溜
泊
「
保
建
大
記」

跛、

正
徳
四
〈
一

七
一

四〉

年）

こ
の
よ
う
に
潜
鋒
は
神
器
正
統
論
を
積
極
的
に
推
進
し、

観
瀾
や
溜
泊
は
そ
れ
を

批
判
し
た。

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
潜
鋒
や
観
瀾
が
入
館
し
た
時
点
で
神
器
正
統
論

の
方
針
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば、

そ
の
議
論
は
神
器
正
統
論
そ
の
も
の
の
正
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否
と
い
う
よ
り
も、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し、

ど
の
程
度
重
視
す
る
か
を
め
ぐ

る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る。

事
実、

後
に
見
る
よ
う
に、

観
瀾
は
（
ま
た
本

稿
で
は
扱
わ
な
い
が、

溜
泊
も）

神
器
正
統
論
自
体
を
否
定
し
て
は
お
ら
ず、

そ
の

解
釈
や
位
置
付
け
に
関
し
て
潜
鋒
と
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る。

神
器
正
統
論
が
論
争
を
喚
起
し
た
の
は、

そ
れ
が
儒
学
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る

危
険
性
も
伴
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

無
論、

中
国
に
お
い
て
も
九
鼎
や
伝
国
璽

と
い
っ
た
レ
ガ
リ
ア
は
存
在
し
て
い
た
も
の
の、

儒
学
の
正
統
論
と
は
無
関
係
だ
っ

た
(
22)。

神
器
と
い
う
存
在
を
前
期
水
戸
学
の
言
説
に
導
入
す
る
こ
と
は、

神
道
の

問
題
系
へ
と
踏
み
込
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る。

以
下、

次
節
以
降
で
は

前
期
水
戸
学
と
神
道
の
関
わ
り
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い。

(
2)

水
戸
藩
の
宗
教
政
策
と
光
囲
の
神
道
観

光
囲
は
藩
内
の
吉
田
神
社
や
静
神
社
な
ど
を
復
興
さ
せ、

神
職
に
よ
る
宗
門
改
や

神
葬
祭
の
実
施
も
認
め
て
お
り(
23)、

ま
た
松
田
如
閑
や
今
井
有
順
に
命
じ
て
『
神

道
集
成
』
(
+
二
巻
本
は
元
禄
十
四
〈
一

七
0
1
〉

年
成
立）

を
編
纂
さ
せ
る
な
ど

(
24)、

神
道
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る。

と
は
い
え
光
陳
の
神
道
観
は

決
し
て
一

義
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た。

光
圏
の
命
の
も
と、

水
戸
藩
で
は
寛
文
三

（
一

六
六
三）

年
か
ら
元
禄
九
（
一

六
九
六）

年
に
か
け
て
寺
社
整
理
が
行
わ
れ
た

(
25)。

そ
れ
は
開
基
帳
の
作
成
や
寺
社
奉
行
の
設
置
に
基
づ
き、

従
来
混
消
し
て
い

た
神
仏
を
分
離
し、

新
建
の
寺
院
や
「
淫
祠」

を
破
却
し
て、
一

村
一

社
制
を
施
行

す
る
も
の
で
あ
っ
た。

光
箇
は
「
神
道
ハ
神
道、

仏
道
ハ
仏
道、

修
験
ハ
修
験、

各

其
道
を
専
に
し
て、

他
を
混
雑
セ
さ
れ(
26)
」
（
『
玄
桐
筆
記』）

と
述
べ
た
よ
う
に、

旧
来
の
神
仏
習
合
に
対
し
て
否
定
的
だ
っ
た
の
で
あ
る。

そ
の
た
め
光
岡
は
藩
内
の

神
社
に
対
し
て
伊
勢
神
道
を
奨
励
し、

吉
田
神
道
を
禁
止
し
た
と
も
い
わ
れ
る(
27)。

自
ら
記
し
た
「
梅
里
先
生
碑
陰
井
銘」
（
元
禄
四
〈
一

六
九
一
〉

年）

に
あ
る
言

葉、
「
神
儒
を
尊
び
て
神
儒
を
駁
し、

仏
老
を
崇
び
て
仏
老
を
排
す(
28)
」

は
光
薗

(
3)

闇
斎
学
派
の
動
向

の
立
場
を
端
的
に
示
し
て
い
る。

光
圏
は、
『
大
日
本
史
』

の
編
纂
方
針
に
関
し
て

も、

貞
享
元
（
一

六
八
四）

年
四
月
四
日
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う。

神
代
ハ
怪
異
之
事
斗
二

候
而、

神
武
ノ
ロ
へ

も
難
レ
載
候
間、

別
二
天
神
本

紀
・

地
神
本
紀
を
立、

七
代
・

五
代
ノ
事
を
可
レ
書(
29)

（
井
上
玄
桐
撰
『
御
意
覚
書』）

光
囲
は
神
代
の
事
跡
を
「
怪
異
之
事」

と
と
ら
え、

人
皇
の
歴
史
と
分
離
す
る
よ

う
指
示
し
て
い
た
の
で
あ
る。

以
上
の
よ
う
に
光
箇
は、

神
道
を
尊
重
し
な
が
ら
も

旧
来
の
神
道
説
を
盲
信
せ
ず、

客
観
的、

歴
史
的
視
点
を
保
持
す
る
と
い
う
両
義
的

態
度
を
有
し
て
い
た。

そ
の
結
果、

光
箇
は
た
と
え
ば
「
跛
旧
事
本
紀」
（
『
常
山
文

集』

所
収、

元
禄
四
〈
一

六
九
一
〉

年）

の
中
で
『
先
代
旧
事
本
紀』

を
後
世
の
偽

書
と
断
定
し
て
い
る(
30)。

同
時
代
の
垂
加
神
道
に
お
い
て、

い
ま
だ
『
旧
事
紀』

を
三
部
の
本
書
の
一

っ
と
す
る
吉
田
神
道
以
来
の
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
い
る
中
で、

光
隙
は
歴
史
的
な
観
点
か
ら
神
典
を
把
握
し
て
い
た。
『
神
道
集
成
』

所
収
の
今
井

有
順
「
三
部
本
書
弁」

で
も
『
旧
事
紀』

偽
書
説
が
説
か
れ
て
い
る
た
め(
31)、

こ

れ
は
彰
考
館
の
研
究
成
果
で
あ
っ
て
光
囲
の
個
人
的
見
識
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

が、

い
ず
れ
に
し
て
も
前
期
水
戸
学
に
お
け
る
神
道
論
は
こ
の
よ
う
な
知
の
水
準
の

も
と
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

前
期
水
戸
学
の
南
朝
正
統
論
を
考
察
す
る
上
で、

潜
鋒
や
観
瀾
が
属
し
て
い
た
闇

斎
学
派
と
の
関
係
は
重
要
で
あ
る。

闇
斎
学
派
は
近
世
前
期
を
代
表
す
る
朱
子
学

者
・

山
崎
闇
斎
の
門
流
で
あ
る
が、

闇
斎
が
神
道
と
朱
子
学
の
本
質
的
一

致
と
い
う

思
想
を
軸
に
中
世
神
道
以
来
の
教
説
を
総
合
し、

垂
加
神
道
を
提
唱
し
た
こ
と
に
よ

り、

そ
の
門
流
は
神
道
派
と
儒
学
派
に
分
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た。

儒
学
派
の
領
袖

で
あ
る
佐
藤
直
方
は
神
儒
一

致
を
否
定
し、

浅
見
絹
斎
は
神
道
を
認
め
な
が
ら
も
垂

加
派
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た。
一

方、

天
和
二
（
一

六
八
二）

年
に
闇
斎
が
没
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し
た
後、

垂
加
神
道
が
直
面
し
た
の
は
教
説
の
体
系
化
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た。

正

親
町
公
通
ら
垂
加
派
正
脈
は
元
禄
年
中
ま
で
に
秘
伝
の
集
成
を
進
め、

玉
木
正
英
が

そ
れ
を
継
承
す
る
が、

や
が
て
若
林
強
斎、

谷
秦
山、

跡
部
良
顕、

松
岡
雄
淵
ら
が

独
自
の
活
動
を
始
め、

そ
こ
か
ら
神
道
書
の
文
献
学
的
研
究
に
よ
っ
て
中
世
以
来
の

神
道
思
想
を
批
判
す
る
吉
見
幸
和
の
ご
と
き
人
物
も
出
現
す
る
こ
と
と
な
る(
32)
。

ま
た、

閤
斎
学
派
で
は
闇
斎
の
『
倭
鑑
』

を
発
端
と
し
て
南
朝
正
統
論
が
継
承
さ

れ
て
い
た。
『
倭
鑑
』

は
未
完
の
ま
ま
焼
却
さ
れ
た
が、

残
さ
れ
た
目
録
か
ら
は
神

器
正
統
論
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

そ
の
後
闇
斎
学
派
で
は、

北
畠
親
房

の
『
神
皇
正
統
記
』
（
延
元
四
・

暦
応
二
〈
一

三
三
九〉

年
成
立、

興
国
四
・

康
永

二
〈
一

三
四
三〉

年
改
稿）

を
そ
れ
ぞ
れ
に
典
拠
と
し
つ
つ、

絹
斎
や
直
方
ら
儒
学

派
は
名
分
論
に
基
づ
く
南
朝
正
統
論
を
唱
え、

公
通
ら
神
道
派
は
神
器
正
統
論
に
よ

る
南
朝
正
統
論
を
主
張
し
て
い
っ
た。

強
斎
や
良
顕
ら
闇
斎
学
派
第
三
世
代
に
お
い

て
は、

儒
学
派
の
教
え
を
経
由
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

神
器
正
統
論
が
輿
隆

し
て
い
く(
33)。

こ
の
よ
う
な
中
で
潜
鋒
は、

当
初
神
儒
兼
学
の
桑
名
松
雲
に
師
事
し
て
い
た
が、

元
禄
三
(
-

六
九
0)

年
以
降
は
公
通
ら
垂
加
派
と
交
流
し、

出
雲
路
信
直
に
就
い

て
垂
加
神
道
を
学
ん
で
い
た
(
34)
。
一

方
の
観
瀾
は
絹
斎
に
師
事
し
て
い
た
が、

元

禄
十
一

（
一

六
九
八）

年
に
何
ら
か
の
理
由
で
破
門
さ
れ
た
と
い
う(
35)
。

か
く
て

両
者
が
彰
考
館
へ

出
仕
す
る
こ
と
に
よ
り、

闇
斎
学
派
の
言
説
状
況
が
彰
考
館
の
神

器
論
争
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

二、

栗
山
潜
鋒

最
初
に
神
器
論
争
の
起
点
と
な
っ
た
栗
山
潜
鋒
の
言
表
を
見
て
い
き
た
い。

潜
鋒

の
神
器
正
統
論
が
も
っ
と
も
明
確
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
の
は
主
著
『
保
建
大
記
』

（
元
禄
六
〈
一

六
九
三
〉

年
成
立）

で
あ
る。

こ
の
史
論
は、

元
禄
二
（
一

六
八

九）

年、

当
時
八
条
宮
尚
仁
親
王
に
近
侍
し
て
い
た
潜
鋒
が
親
王
へ

と
献
上
し
た

『
保
平
綱
史
』
（
元
禄
二
〈
一

六
八
九〉

年
成
立）

を
原
型
と
し、

彰
考
館
で
の
議
論

を
経
て
改
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る(
36)
。

本
書
は
保
元
元
（
―
-

五
六）

年
か
ら
建

久
三
(
-
―

九
二）

年
に
至
る
院
政
期
の
歴
史
を
対
象
と
し、

潜
鋒
は
こ
の
時
期
に

お
け
る
朝
廷
の
道
徳
的
退
廃
が
そ
の
衰
退
と
武
家
政
権
成
立
を
引
き
起
こ
し
た
と
見

て
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る。

さ
て、

本
書
の
中
で
潜
鋒
の
神
器
正
統
論
が
表
明
さ
れ
る
の
は、

保
元
の
乱
に
お

け
る
崇
徳
上
皇
と
後
白
河
天
皇
の
対
立
と
い
う
場
面
に
お
い
て
で
あ
る。

院
〔
崇
徳
上
皇〕

は
兄
た
り
と
雖
も、

位
を
去
る
こ
と
久
し。

帝
〔
後
白
河
天

皇〕

は
弟
た
り
と
雖
も、

当
今
の
天
子
な
り。

駆
宇、

年
を
鍮
え、

末
だ
失
徳

有
ら
ず。

院
の
兵
を
構
ふ
る
こ
と、

其
れ
何
の
名
あ
ら
ん
や。

是
の
時
に
当
り

て
は、

宜
し
く、

射、

三
器
を
擁
す
る
を
以
て
正
と
為
す
べ
し
(
37)。

潜
鋒
は、

皇
統
の
正
閏
の
決
定
が
困
難
な
場
合
に、
一

方
で
そ
の
時
点
で
の
在
位

や、

あ
る
い
は
君
徳
の
有
無
を
基
準
と
し
て
示
唆
し
つ
つ
も、

最
終
的
に
は
皇
位
の

証
で
あ
る
神
器
を
有
す
る
側
を
正
統
と
す
る、

と
い
う
判
定
基
準
を
示
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
に
潜
鋒
の
議
論
は
一

義
的
に
神
器
の
所
在
の
み
を
正
統
性
の
基
準
と
し
て

示
す
も
の
で
は
な
い。

そ
の
神
器
正
統
論
の
複
雑
な
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め、

神
器
に
関
す
る
説
明
を
さ
ら
に
見
て
み
よ
う。

本
書
の
中
で
潜
鋒
は、

三
種
神
器
を
君
徳
の
象
徴
と
す
る
伝
統
的
神
器
観
に
依
拠

し
て
い
る。

古
昔、

三
器
を
通
じ
て
之
を
璽
と
謂
ふ。

璽
は
信
な
り。

皇
祖
授
璽
す
る
に、

宝
鏡
を
持
し
て
日
く、
「
吾
が
児、

此
を
視
る
こ
と、

当
に
猶
ほ
吾
を
視
る
が

ご
と
く
な
る
べ
し」

と。

又
日
く、
「
爾
が
祖
を
思
ふ
こ
と
莫
れ。

吾、

鏡
中

に
在
り」

と。

又
日
く、
「
八
尺
壇
の
妙
の
如
く、

白
銅
鏡
の
明
の
如
く、

且

つ
神
剣
を
提
げ
て
天
下
を
平
げ
よ」

と。

神
武、

都
を
橿
原
に
建
て
て、

三
物

を
奉
安
し、

親
祭
し
て
悌
ら
ず。

以
て
祖
先
の
神
と
為
し、

以
て
天
位
の
信
と

為
す。

又
以
て
己
を
修
む
る
の
具
と
為
し、

又
以
て
天
下
を
駆
む
る
の
器
と
為
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す(
38)。

右
の
引
用
文
中、
「
吾
が
児、

此
を
視
る
こ
と
…
…」

と
あ
る
の
は
『
日
本
書

紀』

神
代
巻
に
見
ら
れ
る
天
照
大
神
の
神
勅
で
あ
る
が、
「
八
尺
瑣
の
妙
の
如
く
…

．．．
 
」

と
い
う
よ
う
に
神
器
と
君
徳
を
結
び
つ
け
た
箇
所
は
神
代
巻
に
は
な
く、

仲
哀

い
と
の
あ
が
た
ぬ
し

い

と

て

紀
八
年
正
月
条
に
あ
る
筑
紫
の
伊
都
県
主
の
祖
・

五
十
述
手
の
言
葉
が
元
に
な
っ
て

い
る。
『
神
皇
実
録
』

を
は
じ
め
と
す
る
中
世
の
神
道
書
で
は、

こ
の
言
莱
が
天
照

大
神
の
神
勅
と
し
て
改
宣
さ
れ(
39)、

垂
加
神
道
も
そ
の
解
釈
を
継
承
し
て
い
た。

潜
鋒
も
ま
た
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る。

神
武
天
皇
以
来、

神
器
は
皇
祖
神

の
霊
が
宿
る
器
で
あ
り、

皇
位
の
証
で
あ
る
と
と
も
に、

天
皇
が
修
養
を
行
い、

国

家
を
治
め
る
た
め
の
道
具
と
も
な
っ
た。

潜
鋒
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て、

君
徳
の
象

徴
と
し
て
の
神
器
の
側
面
を
強
調
す
る。

こ
の
点
は、
『
保
建
大
記』

が
全
篇
に
わ

た
っ
て
天
皇
が
徳
を
身
に
付
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
と
対
応
し
て

い
る
だ
ろ
う。

他
方
で
潜
鋒
は、

皇
統
の
正
閏
を
弁
別
す
る
基
準
と
し
て
の
神
器
の
側
面
も
重
ん

じ
る。

…
…
護
身
の
霊
器
は、

鎮
宇
の
神
物
な
り。

万
世
の
公
議、

終
に、

偽
主
の
真

を
乱
し、

閏
位
の
正
を
蔑
す
る
を
容
さ
ず。

則
ち、

世
道
夷
ぶ
と
雖
も、

王
風

降
る
と
雖
も、

三
璽
の
尊
は
自
若
た
り。

夫
の
秦
の、

帝
印
を
以
て
璽
と
為
し、

漢、

因
り
て
伝
国
の
物
と
為
す
が
若
き
は、

則
ち
周
礼
の
璽
節
・

左
氏
の
璽
書

と、

固
よ
り
異
な
る
こ
と
無
し。

而
る
に
秦
に
至
り
て、

惟
だ
天
子
の
み
璽
と

称
し
て、

臣
下
は
称
す
る
を
得
ざ
る
の
み。

登、

吾
が
邦
の
百
王
授
受
・

三
種

統
一

の
道
器
と、

年
を
同
じ
く
し
て
語
る
可
け
ん
や。

故
に、

射、

三
器
を
擁

す
る
を
以
て
我
が
真
主
と
為
す
に
至
り
て
は、

則
ち
臣、

鬼
神
に
要
質
し
て
疑

ひ
無
く、

百
世
以
て
其
の
人
を
侯
ち
て
惑
は
ず(
40)。

こ
こ
で
潜
鋒
は
「
霊
器」
「
神
物」

と
呼
ん
で
神
器
の
霊
威
を
強
調
し、
「
王
風
降

る
と
雖
も」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に、

朝
廷
の
道
徳
的
退
廃
に
関
わ
ら
ず
そ
の
霊
威

は
失
わ
れ
な
い
と
す
る。

そ
し
て
こ
の
神
器
を
有
す
る
限
り、

そ
の
天
皇
は
「
真

主」

で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る。
「
三
種
統
一
」

と
あ
る
よ
う
に、

こ
こ
か
ら
は

三
種
神
器
が
天
皇
の
「
玉
体」

に
お
い
て
統
一

さ
れ、

神
器
に
よ
っ
て
天
皇
の
君
徳

が
代
替
さ
れ
る
と
い
う
垂
加
神
道
の
神
器
論
と
の
関
係
が
垣
間
見
え
る。

垂
加
派
の

南
朝
正
統
論
は
垂
加
神
道
の
神
器
論
に
依
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が、

潜
鋒
も
ま
た
そ
の
系
譜
上
に
あ
る(
41)。

以
上
の
よ
う
に
潜
鋒
は、
一

方
で
天
皇
が
身
に
付
け
る
べ
き
徳
の
象
徴
と
い
う
神

器
の
側
面
を
強
調
し
つ
つ
も、

他
方
で
神
器
を
有
す
る
限
り
そ
の
天
皇
は
「
真
主」

で
あ
る
と
も
述
べ
る。

こ
の
よ
う
な
神
器
論
の
両
義
的
性
格
が
有
し
て
い
た
意
味
を

知
る
た
め
に
は、

そ
れ
を
当
時
の
社
会
状
況
と
い
う
文
脈
の
中
で
見
る
必
要
が
あ
る。

当
時
の
社
会
状
況
に
関
し
て
は、
『
保
建
大
記』

よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
原
型
で
あ
る

『
保
平
綱
史』

の
方
に
よ
り
露
骨
な
説
明
が
記
さ
れ
て
い
る。

ま
ず
そ
の
序
文
に
お

い
て
潜
鋒
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る。

我
が
邦
の
宝
詐、

天
壌
無
窮
の
神
勅、

厳
乎
と
し
て
至
れ
り。

此
れ
乃
ち、

天

こ
れ

の
経
・

地
の
義
に
し
て、

諸
を
身
に
本
づ
き、

諸
を
民
に
徴
し、

天
地
に
建
て

た
だ

て
悸
ら
ず。

諸
を
鬼
神
に
質
し
て
疑
ひ
無
く、

百
世
以
て
聖
人
を
侯
つ
て
惑
は

す
く
な

ざ
る
者
な
り。

後
世、

風
降
り
俗
衰
へ
、

之
を
知
る
者、

蓋
し

鮮
し。

…
…

嗚
乎、

此
の
道
や
宇
宙
の
同
じ
く
す
る
所
に
し
て、

其
の
事
は
則
ち
我
が
独
り

能
く
す
る
所
な
り。

故
に
察
沈
言
へ
る
こ
と
有
り、

日
く、
「
尭
・

舜
は
父
子

の
衰
へ

な
り、

湯
・

武
は
君
臣
の
欠
け
た
る
な
り」

と
(
42)。

（「
保
平
綱
史
序」、

元
禄
二
〈
一

六
八
九〉

年）

潜
鋒
は、

君
臣
・

父
子
の
道
と
い
う
普
遍
的
な
倫
理
は
日
本
に
お
い
て
の
み
十
全

に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る。

そ
し
て
「
天
壌
無
窮」

の
皇
統
は
そ
の
証
左
で
あ

る
と
す
る。

し
か
し、

か
か
る
日
本
の
本
来
性
は
人
々
の
堕
落
に
よ
り
見
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た。

そ
の
趨
勢
の
中
で、

近
世
の
人
々
も
朝
廷
の
衰
退
と
武
家
の
支
配
を
自

明
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る。
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う
や
う
や

お
も
ん
み

さ
か
ん

や
わ

臣

恭

し
く

以

れ
ば、

我
が
邦
の
古
へ
、

祖
宗
の

隆

な
る、

庶
政
惟
れ
和

こ
と
ご
と

や
す

し
た
が

ら
ぎ、

万
邦

咸

＜
康
し。

皇
化
の
被
る
所、

率

ひ
従
は
ざ
る
こ
と
無
し。

夫
の
平
清
盛、

朝

に
当
り、

源
頼
朝、

制
を
専
ら
に
す
る
に
及
び
て、

王
法

す
た

ま
さ

始
め
て
替
れ、

元
元
怨
嵯
す。

方
に
今、

教
化
漸
く
通
じ、

皇
運
将
に
反
ら
ん

と
す(
43)
。

（
「
八
条
親
王
に
保
平
綱
史
を
進
め
上
る
の
疏」、

元
禄
二
〈
一

六
八
九〉

年）

嗚
乎、

我
が
口
邦
□
王
室
の
衰
ふ
る
や、

既
に
数
百
年。

因
循
の
漸、

人
も
亦

あ
や

ま
こ
と

慣
れ
て
怖
し
と
せ
ざ
る
に
至
る。

荀

に
痛
く
嘆
ず
べ

き
か
な。

予、

嘗
て
保

平
反
正
録
を
作
り、

之
を
口
八
条
親
王
に
献
ず。

口
親
王、

深
く
絃
に
志
有
り。

今
に
し
て
甍
ず(
44)。（

「
保
平
綱
史
の
後
に
書
す」、

元
禄
三
〈
一

六
九
0〉

年）

し
か
し、

近
世
に
入
り
教
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ、

皇
室
復
興
の
機
会
が
再
び
訪

れ
た
と
潜
鋒
は
述
べ

る。

す
な
わ
ち
天
皇
に
過
去
の
歴
史
を
省
み
さ
せ、

道
を
身
に

付
け
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り、

統
治
者
と
し
て
の
天
命
を
武
家
か
ら
奪
取
す
る
と
い
う

戦
略
で
あ
る。
『

保
平
綱
史
』

と
い
う
著
作
は
そ
の
よ
う
な
政
治
的
実
践
の
一

環
で

あ
っ
た。

潜
鋒
が
皇
室
復
興
の
可
能
性
を
尚
仁
親
王
に
託
し、

親
王
も
ま
た
そ
の
意

図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は、

潜
鋒
の
著
し
た
「
尚
仁
親
王
行
状」
（
元
禄―
二
〈
一

六

九
0〉

年
成
稿）

に
明
ら
か
で
あ
る。

夫
れ
我
が
国、

王
教
の
堕
つ
る
や、

保
元
に
始
ま
り
て
文
治
に
な
る。

王、

痛

＜
之
れ
を
嘆
き
て、

慨
然
と
し
て
興
復
に
志
有
り。

…
…
因
り
て
左
右
に
語
り

て
日
く、

王
室
の
衰
ふ
る
や、

職
と
し
て
朝
廷
の
挙
措
に
由
る。

…
…
人
君
若

し
問
学
に
道
り、

宴
遊
を
節
し、

女
謁
を
退
け、

忠
賢
を
進
め
ば、

則
ち
皇
綱

日
な
ら
ず
し
て
振
は
ん
(
45)。

潜
鋒
と
親
王
の
企
図
は、

親
王
が
元
禄
二
（
一

六
八
九）

年
に
斃
去
し
た
こ
と
で

潰
え
た。

潜
鋒
は
数
年
間
隠
者
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
後、

元
禄
六
（
一

六
九

三）

年、

光
囲
に
見
出
さ
れ
彰
考
館
へ

出
仕
す
る
こ
と
に
な
る。

そ
し
て
『

保
平
綱

史
』

は
改
稿
さ
れ
て
『

保
建
大
記』

と
な
る
が、

そ
こ
に
「
荀
も
復
古
に
志
有
ら
ば、

則
ち
必
ず
其
の
本
を
修
め
て、

以
て
其
の
心
を
服
す
る
の
み。

…
…
人
心
の
畏
服
す

る
所、

天
命
従
ひ
て
焉
に
帰
す(
46)
」

と
あ
る
よ
う
に、

潜
鋒
の
政
治
的
実
践
は
形

を
変
え
な
が
ら
も
継
続
し
て
い
た。

こ
の
よ
う
な
文
脈
に
置
く
と
き、

潜
鋒
の
両
義
的
な
神
器
論
に
基
づ
く
神
器
正
統

論
が
有
し
て
い
た
意
味
も
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う。

天
皇
の
失
徳
が
朝
廷

衰
退
の
原
因
で
あ
り、

武
家
政
権
の
成
立
は
事
実
上
の
革
命
で
あ
る
と
す
る
言
説
は、

新
井
白
石
の
『

読
史
余
論』
（
正
徳
二
〈
一

七
―

二〉

年
成
立）

を
は
じ
め、

近
世

の
儒
者
の
間
で
は
共
有
さ
れ
て
い
た。

潜
鋒
も
ま
た
か
か
る
言
説
を
ふ
ま
え、
『

保

建
大
記』

の
中
で
過
去
の
天
皇
の
言
行
に
対
し
て
倫
理
的
批
判
を
行
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る。

し
か
し
白
石
が
南
北
朝
時
代
以
後
の
天
皇
を
将
軍
の
「
共
主」

と
呼
ん
だ

よ
う
に、

過
去
の
天
皇
に
対
す
る
倫
理
的
批
判
は
そ
の
正
統
性
を
揺
る
が
す
こ
と
に

つ
な
が
り
か
ね
な
い。
「
天
壌
無
窮」

の
皇
統
を
重
く
見
る
潜
鋒
は、

そ
の
よ
う
な

言
説
に
与
し
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う。

そ
こ
で
神
器
正
統
論
を
導
入
す
る
な
ら
ば、

天

皇
の
「
真
主」

と
し
て
の
正
統
性
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
る。

つ
ま
り、

神
器
に

よ
っ
て
天
皇
の
正
統
性
を
担
保
し
つ
つ、

皇
室
復
興
の
た
め
に
過
去
の
天
皇
の
事
蹟

を
批
判
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る(
47)
。
「
形
式
的」

と
も
評
さ
れ
る
潜

鋒
の
神
器
正
統
論
は、

こ
の
よ
う
な
政
治
的
実
践
に
対
応
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
(
48)。

三、

三
宅
観
瀾

(
1)

観
瀾
の
神
器
正
統
論
批
判

潜
鋒
と
対
立
し
た
と
い
う
観
瀾
の
神
器
正
統
論
に
対
す
る
立
場
が
言
明
さ
れ
て
い

る
の
は、
『

中
興
鑑
言
』
（
成
立
年
不
明）

に
お
い
て
で
あ
る。
『

中
興
鑑
言』

は
南

朝
の
事
跡
を
対
象
と
し
て、

後
醍
醐
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
南
朝
方
の
失
政
を
批
判
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し、

朝
廷
衰
退
の
原
因
を
探
求
し
た
史
論
で
あ
る。

こ
の
点
だ
け
取
り
出
せ
ば、

『
中
興
鑑
言』

と
潜
鋒
の
『
保
建
大
記』

は
よ
く
似
た
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え

よ
う。

し
か
し
観
瀾
は
南
朝
の
事
跡
に
つ
い
て
「
陳
べ
て
之
を
論
ず
れ
ば、

大
に
以

て
世
の
戒
め
た
る
も
の
あ
り(
49)」
（「
跛
中
興
鑑
言」）

と
述
べ
て
い
る。

潜
鋒
の

『
保
建
大
記』

が
過
去
の
朝
廷
に
対
す
る
倫
理
的
批
判
を
通
じ
て
皇
室
復
興
を
成
し

遂
げ
る
と
い
う
目
的
に
向
け
て
先
鋭
化
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
に
対
し、

観

瀾
の
場
合
は
「
世
の
戒
め」

と
い
う
漠
然
と
し
た
目
的
に
拡
散
し
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
こ
と
は、

観
瀾
が
正
徳
元
（
一
七
―
-
）

年
以
降、

幕
府
へ
仕
官
し
た
こ
と
と

も
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う。

潜
鋒
と
観
瀾
の
差
異
は、

何
よ
り
ま
ず
両
者
の
政
治
的

実
践
の
違
い
に
起
因
し
て
い
る。

観
瀾
が
『
中
興
鑑
言』

の
中
で、

潜
鋒
の
神
器
正
統
論
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る。

或
る
人
謂
ふ、

正
統
の
弁
は、

多
き
を
以
て
す
る
こ
と
な
し。

神
器
の
帰
す
る

所
を
以
て
之
を
卜
す
る
の
み
と。

日
く、

固
よ
り
な
り。

而
も
未
だ
し。

此
の

器
の
如
き
は、

祖
考
の
精
爽、

憑
て
以
て
詐
を
護
り
て、

国
を
鎮
す
る
所
に
し

て、

秦
隋
偽
製
し
誇
り
て
天
に
承
け、

命
を
受
け
た
り
と
謂
へ
る
の
比
に
与
か

ず
…
…。

神
人
之
を
以
て
離
れ
ず、

民
物
之
を
以
て
移
ら
ず、

上
は
常
に
崇
畏

き
ざ
し

堕
ち
ざ
る
の
心
あ
り、

下
は
氷
＜
蜆
銀
不
退
の
萌
な
し。

而
し
て
器
の
臨
む

と
こ
ろ
も
亦、

必
ず
統
当
に
続
く
べ
く
し
て、

徳、

称
ふ
に
足
る
者
に
あ
り。

統
と
器
と
の
分
判
れ
ざ
る
な
り
(

50
)

0

(『
中
興
鑑
言』

正
統）

「
固
よ
り
な
り。

而
も
未
だ
し」

と
語
っ
て
い
る
よ
う
に、

観
瀾
が
神
器
正
統
論

を
議
論
の
前
提
と
し
て
認
め
て
い
る
こ
と
を、

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い。

こ
れ
は

―
つ
に
光
箇
の
方
針
が
す
で
に
確
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し、

ま
た
観
瀾
が
垂

加
派
の
神
器
正
統
論
を
あ
る
程
度
受
容
し
て
い
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る。

観
瀾
は
潜
鋒
と
同
様、

神
器
は
皇
祖
神
の
霊
（「
精
爽」）

が
宿
っ
た
存
在
で
あ
り、

そ
の
霊
威
に
お
い
て
中
国
の
伝
国
璽
な
ど
と
は
比
較
を
絶
し
て
い
る
と
す
る。

古
の

天
皇
や
臣
民
に
は
神
器
へ
の
崇
敬
の
念
が
あ
り、

神
器
も
ま
た
皇
統
を
安
定
的
に
継

承
し
う
る
天
皇
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
た。

こ
の
時
代
に
は
統
治
権
と
神
器
の
所
在

が
一

致
し
て
い
た
の
で
あ
る。

し
か
し、

観
瀾
は
歴
史
的
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
で、

潜
鋒
と
は
別
の
議
論
を
提
示
す
る。

而
も
淳
朴
の
散
じ
易
く、

人
偽
の
日
に
開
け、

姦
猾
の
徒
起
こ
る
に
及
び
て
は、

お

も

以
為
へ
ら
く、

世
と
富
貴
を
受
く
る
者
何
人
ぞ、

取
り
て
之
に
代
わ
る
べ
し
と。

さ
い
は
ひ

ほ
し
い
ま
A

乃
ち
世
の
乱
・
政
の
弊
を

倖

と
し、

其
の
詐
力
を

陣

に
し、

土
地
の
大

利
を
一

撃
し
て
去
る。

則
ち
我
が
有
す
る
所
の
黄
抱
峙
晃
は、

笈
笈
と
し
て
徒

ら
に
虚
器
と
な
る。

器
の
徳
こ
A
に
於
い
て
か
軽
か
ら
ざ
る
こ
と
能
は
ざ
る
な

り(
51)。

（
同
右）

時
代
が
下
り、

朝
廷
に
対
す
る
反
逆
者
が
台
頭
し
て、

朝
廷
の
実
権
が
失
わ
れ
る

に
つ
れ、

神
器
の
意
義
も
軽
く
な
っ
て
い
く
と
観
瀾
は
述
べ
る。

こ
の
よ
う
な
趨
勢

は、

南
北
朝
時
代
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る。

お

も

彼、

又
以
謂
へ
ら
く、

こ
れ
前
代
の
遺
物
の
み、

存
す
る
と
存
せ
ざ
る
と
は
庸

ぞ
傷
ま
ん。

南
朝
に
之
あ
り。

斥
け
て
之
を
滅
す。

北
廷
に
之
な
し、

推
し
て

之
を
奉
ず
と。

廃
立
自
由
な
れ
ば
顕
は
に
言
ふ、

尊
氏
は
剣
な
り、

良
基
は
璽

な
り
と。

或
は
伝
国
の
宝
を
擁
し、

臨
ん
で
以
て
之
を
制
す
る
者
あ
り
と
雖
も、

か
つ
ぜ
ん

い
た

恕
然
と
し
て
已
に
之
を
卸
む
こ
と
な
し。

而
も
其
の
勢
い
遂
に
将
に
兵
に
て

お
び
や

こ
れ

し
よ
げ
つ

劫
か
し、

威
に
て
迫
り、

諸
を
正
嫡
の
家
よ
り
奪
ふ
て、

諸
を
庶
夢
の
裔
に

与
へ
、

扶
け
て
以
て
天
下
に
令
し、

而
し
て
後
に
止
ま
ん
と
す。

こ
の
時
に
当

な
ら

り
て、

我
又、

距
を
以
て
声
し
て
之
を
討
ず
る
を
得
ん
や。

統
の
帰、

こ
A
に

於
い
て
弁
ぜ
ざ
る
を
得
ず。

余、

故
に
日
く、

正
統
は
義
に
あ
り
て
器
に
あ
ら

ず
と(
52)。

（
同
右）

正
平
七
・
観
応
三
(-
三
五
二）

年、

北
朝
方
の
後
光
厳
天
皇
の
践
詐
は
神
器
の

な
い
状
態
で
強
行
さ
れ、

既
成
事
実
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た。

観
瀾
は、

こ
の
よ
う

な
状
況
で
は
神
器
の
在
否
よ
り
も
「
義」

に
よ
る
正
統
の
判
定
を
優
先
す
べ
き
だ
と
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主
張
す
る。

観
瀾
は
単
な
る
儒
学
的
合
理
主
義
に
よ
っ
て
神
器
正
統
論
に
反
対
し
て

い
る
の
で
は
な
く、

神
器
の
意
義
が
事
実
上
無
効
化
さ
れ
た
現
実
を
ふ
ま
え
て

「
義」

に
よ
る
正
統
論
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
れ
は
ま
た、

神
器
が
賊
に

奪
わ
れ
た
場
合
に
天
皇
の
正
統
性
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う、

神
器
正
統
論
へ

常
に

投
げ
か
け
ら
れ
る
疑
問
へ
の
対
応
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う(
53)。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に、
「
義」

に
よ
る
正
統
論
と
い
う
点

で
観
瀾
は
浅
見
綱
斎
の
立
場
を
継
承
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い。

し
か
し
絹
斎
の

神
器
観
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た。

三
種
神
器
御
相
伝
ア
リ
テ、

コ
レ
サ
ヘ
モ
テ
バ
ヨ
イ
ト
云
ハ
、

兎
毛
ヲ
モ
ッ
テ

コ
レ
デ
撫
レ
バ
疱
癒
ガ
カ
ル
イ
ト
云
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ。

何
ヤ
ク
ニ
タ
ヽ
ヌ
コ
ト。

保
元
平
治
以
来
ノ
王
道
ノ
衰
ヘ
ル
モ、

此
三
種
神
器
ア
ル
ユ
ヘ
ト
ハ
云
ハ
レ
マ

イ
ガ、

三
種
ノ
器
バ
カ
リ
デ
其
道
ヲ
用
ラ
レ
ヌ
ユ
ヘ
デ
ハ
ナ
イ
カ(
54)。

（
『
常
話
劉
記
』）

綱
斎
に
と
っ
て
神
器
と
は
君
道
の
記
号
的
象
徴
以
外
の
何
物
で
も
な
く、

そ
の
霊

威
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い。

朝
廷
が
衰
退
し
た
の
も
神
器
を
「
兎
毛」

の
ご
と
き

お
守
り
に
し
て
い
た
か
ら
だ
と
嘲
笑
す
る。

だ
が、

前
述
の
よ
う
に
観
瀾
の
言
表
の

中
で
は
神
器
の
霊
威
は
認
め
ら
れ
て
い
た。

神
器
が
最
終
的
に
北
朝
へ

継
承
さ
れ
た

こ
と
に
関
し
て
も、

観
襴
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る。

後
亀
山
帝
の
講
和
し
た
ま
ふ
に
及
び
て、

器
終
に
洛
に
入
る。

こ
れ
に
由
り
て

之
を
観
れ
ば、

其
の
器
の
臨
む
所、

実
に
其
の
統
の
当
に
続
く
べ

き
も
の
に
在

り。

而
し
て
妥
に
南
北
混
一

す
る
に
及
び
て、

器
帰
し
統
正
し
く、

万
々
世
の

下、

復
た
姦
臣
賊
子、

願
を
其
の
間
に
染
る
A
を
容
さ
ず。

神
の
徳
昭
な
る
か

な。

畏
れ
ざ
る
べ

け
ん
や(
55)。

（
同
右）

正
統
は
「
義」

に
あ
る
と
い
う
一

方
で、

現
在
に
ま
で
至
る
北
朝
の
血
統
に
無
事

神
器
が
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に、

観
瀾
は
神
器
の
霊
威
を
見
出
し
て
い
る。

こ
の

よ
う
に、

観
瀾
の
神
器
に
対
す
る
立
場
は
単
な
る
儒
学
派
と
い
う
に
留
ま
ら
な
い
も

(
2)

観
瀾
の
垂
加
神
道
批
判
と
神
器
論

実
の
と
こ
ろ
観
瀾
は
垂
加
神
道
に
関
し
て
無
知
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い。

た
と

え
ば、
『
中
興
鑑
言』

に
お
け
る
金
の
交
易
を
批
判
し
た
箇
所
で、

観
瀾
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る。

さ
か
ん

夫
れ、

我
が
邦、

五
金
の

旺

な
る
こ
と、

実
に
万
国
よ
り
盛
に、

発
し
て
義

気
と
な
り、

内
粛
に、

外
剛
に、

廉
を
懐
ひ
恥
を
知
り、

取
捨
に
決
し
て
死
生

に
明
ら
か
な
り。

自
ら
華
夏
の
文
明
を
以
て
処
く
者
と
雖
も、

之
に
若
く
事
能

は
ず。

故
に
金
な
る
者
は、

斯
の
民
の
稟
く
る
所
の
秀
に
し
て、

我
が
土
のサ
卒

む
る
所
の
精
な
り
(

56
)

0

(

『
中
興
鑑
言
』

緊
倣）

土
の
凝
集
に
よ
り
金
が
生
ず
る
と
し、

金
と
義
気
を
結
び
つ
け、

そ
の
隆
盛
に
日

本
の
尊
貴
性
を
見
出
す
と
こ
ろ
は、

明
ら
か
に
垂
加
神
道
の
「
土
金
の
伝」

を
踏
襲

し
て
い
る。

具
体
的
な
経
緯
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の、

観
瀾
が
何
ら
か
の
形
で

垂
加
派
の
教
説
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る。

観
瀾
の
神
器
論
も
ま
た
垂
加
神
道
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る。

そ
れ
ど
こ
ろ
か、

観
瀾
の
神
器
論
は
垂
加
神
道
の
言
説
を
学
ん
だ
上
で
そ
の
超
克
を
こ
こ
ろ
み
た
も
の

と
さ
え
い
え
る。

世
に
所
謂
神
道
者
流
あ
り。

或
は
云
ふ、

瑣
は
以
て
天
下
を
妙
治
し、

鏡
は
以

て
山
川
を
明
照
し、

剣
は
以
て
不
順
を
断
征
す
と
〈
按
ず
る
に
此
の
言、

本
五

十
迩
手
一

時
物
に
比
し
称
賀
す
る
所
の
詞
な
り。

神
皇
実
録
・

天
口
事
書
・

神

皇
系
図、

援
き
て
以
て
皇
祖
の
遺
勅
と
為
す。

匪
謬
見
る
べ

き
の
み。

然
ら
ず

い
づ

ん
ば
日
本
紀
を
作
る
者、

安
く
ん
ぞ
之
を
神
代
巻
に
載
せ
ず
し
て、

之
を
仲
哀

紀
に
収
む
る
や〉。

或
は
云
ふ、

瑣
は
慈
悲
な
り、

鏡
は
正
直
な
り、

剣
は
決

断
な
り
と。

或
は
云
ふ、

壇
は
以
て
身
を
修
め、

鏡
は
以
て
心
を
正
し、

剣
は

以
て
知
を
致
す
と。

或
は
云
ふ
知
仁
勇
に
配
す
と。

或
は
云
ふ
日
月
星
に
象
る

の
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る。
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と。

或
は
謂
ふ
天
地
人
に
則
る
と。

或
は
云
ふ
鏡
を
以
て
主
と
な
す
と。

或
は

云
ふ
覆
を
以
て
本
と
な
す
と。

或
は
云
ふ
心
に
三
種
あ
り
と。

或
は
云
ふ
三
種

十
種
に
分
る
と。

嘗
て
其
の
説
を
考
ふ
る
に、

線
挙
す
る
に
勝
へ
ず
し
て、

殊

に
祖
訓
の
在
る
所
を
知
ら
ざ
る
な
り
(

57
)

0

(『
中
興
鑑
言』

論
徳）

こ
こ
で
観
瀾
が
「
神
道
者
流」

の
説
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は、

中
世
神
道
や
近

世
の
儒
家
神
道
に
よ
る
神
器
論
で
あ
る。

こ
れ
ま
で
種
々
雑
多
な
神
器
論
が
生
み
出

さ
れ
て
き
た
こ
と
自
体
が、

そ
の
解
釈
の
恣
意
性
を
示
し
て
い
る
と
観
瀾
は
考
え
る。

そ
の
一
っ
と
し
て
「
或
は
云
ふ
瑣
を
以
て
本
と
な
す
と
…
…
三
種
十
種
に
分
る
と」

と
述
べ
て
い
る
の
は、

次
の
よ
う
な
垂
加
神
道
の
秘
伝
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う。

嘉
謂
ふ、

十
種
に
し
て
三
種、

三
種
に
し
て
二
種、

二
種
に
し
て
一

種
な
り。

お

き
っ

へ

つ

や
つ
か
の
つ
る
ぎ
を
ろ
ち
は
ち
く
さ
ぐ
の
も
の

い
く
た
る

濠
津
辺
津一
の
鏡
な
り。

八
握
剣

蛇
蜂
品

物
の
比
礼一
の
剣
な
り。

生
足

ま
か
る
か
へ
し
ち
が
へ

し
の

死

反
道

反
玉
一
の
璽
な
り。
一
の
鏡一
の
剣
即
ち
こ
れ
一
の
神
璽
な
り。

高
天
原
は
こ
れ
腹
心
な
り。

心
は
腹
の
上
に
あ
り。

故
に
又
高
天
原
と
云
ふ。

神
は
則
ち
心
の
霊、

玉
を
以
て
こ
れ
を
表
し、

そ
の
明
ら
か
な
る
処、

鏡
を
以

て
こ
れ
を
表
し、

そ
の
厳
し
き
処、

剣
を
以
て
こ
れ
を
表
す
る
者
な
り(
58)。

（『
持
授
抄』、

享
保
十一

〈一
七
二
六〉

年）

観
瀾
は
垂
加
神
道
の
秘
伝
も
知
悉
し
た
上
で、

そ
れ
を
恣
意
的
な
解
釈
と
し
て
批

判
す
る。

そ
の
根
拠
の
―
つ
は、

潜
鋒
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に、

神
器
を
倫

理
の
象
徴
と
す
る
解
釈
が、
『
神
皇
実
録』

な
ど
に
は
じ
ま
る
『
日
本
書
紀』
の
改

童
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い。

観
瀾
は
古
典
に
確
か
な
根
拠
を

持
た
な
い
神
器
論
を
排
す
る
の
で
あ
る。

こ
れ
ら
に
代
わ
る
神
器
論
と
し
て、

観
瀾
が
提
示
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る。

之
が
親
子
孫
た
る
者
は、

惟
だ
慎
み、

惟
だ
直
に、

怠
ら
ず
邪
な
ら
ず、

以
て

胎
訓
を
体
し、

遺
器
を
同
床
共
殿
の
上
に
奉
じ
〈
語、

神
代
巻
に
見
ゆ〉、

之

と
語
り
之
と
黙
し、

之
と
滸
術
し
之
と
出
往
し
之
と
内
に
座
し、

廷
に
臨
み
て、

お
さ

以
て
億
姓
を
統
べ
て
群
彙
を
理
め、

造
次
も
且
つ
容
る
A
に
私
を
以
て
す
る
こ

っ
と

と
能
は
ず
ん
ば、

則
ち
我
が
俊
徳
の
椒
め
昭
か
に
す
る
所
の
者、

永
く
太
陽
と

並
び
懸
け
て、

身
に
主
と
し
民
に
極
た
る
所
以
の
も
の
も
亦、

皆
帝
の
中
に
協

し
た
が

う
て
天
の
常
に
率
ひ、

神
人
祖
孫、

こ
A
に
混
合
し
て
間
隔
あ
る
こ
と
な
し。

く
ら
ゐ

宜
な
り、

其
の
詐
の
弯
壌
を
窮
め
て
移
ら
ざ
る
や
〈
語、

神
代
巻
に
見
ゆ

(
59)〉
0

(『
中
興
鑑
言』

論
徳）

剣
も
亦
可、

壇
も
亦
可、

之
を一
に
す
る
も
亦
可、

之
を
二
に
す
る
も
亦
可
に

し
て、

特
に
こ
の
三
者、

傾
服
宝
重、

日
常
臨
視
し
て、

以
て
其
の
容
を
照
す。

其
の
身
の
親
し
む
所、

心
の
愛
す
る
所、

こ
れ
に
如
く
は
な
し。

是
を
以
て
手

に
し
て
之
を
授
け
て
日
は
く、

猶
ほ
吾
を
見
る
が
如
く
せ
よ
と
〈
語、

神
代
巻

に
見
ゆ〉。

則
ち
受
け
て
奉
ず
る
者、

楊
然
誠
発
し、

声
響
感
通
し、

身
と
器

と
の
在
る
所
に
随
う
て、

祖
考
の
精
神、

左
右
に
昭
か
に
上
下
に
盈
ち
て
得

て
蔽
ふ
べ
か
ら
ず。

こ
れ
乃
ち
器
は
即
ち
人、

人
は
即
ち
天、

国
脈
之
に
由
つ

て
伝
へ
、

皇
道
之
に
由
つ
て
生
ず。

聖
子
神
孫、

臣
エ
黎
民
を
し
て、

畏
保
欽

仰
し
て
自
ら
墜
つ
る
こ
と
能
は
ざ
ら
し
め
て、

貴
賤
上
下
の
位、

礼
楽
政
刑
の

施、

其
の
叙
に
遵
ひ、

其
の
度
を
た
だ
し、

自
ら
荼
る
A
能
は
ざ
ら
し
む
る
所

以
な
り。

そ
れ
登
に
言
に
喩
し、

理
を
論
ず
る
を
須
つ
て
な
す
も
の
な
ら
ん
や

(
60)。

（
同
右）

神
器
の
種
類
や
数、

そ
の
象
徴
が
問
題
な
の
で
は
な
く、

天
皇
と
神
器
が
日
常
を

共
に
す
る
こ
と
自
体
に
重
要
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る。

そ
れ
に
よ
っ
て
神
器
に

宿
る
皇
祖
神
と
天
皇
が
一

体
化
し、
「
皇
道」

が
生
成
さ
れ、

そ
し
て
そ
れ
を
仰
ぎ

見
る
人
々
の
間
に
も、

言
語
を
超
え
た
次
元
で
崇
敬
の
念
が
生
じ、

自
然
と
社
会
秩

序
が
維
持
さ
れ
る
の
だ、

と
観
瀾
は
述
べ
る。
「
語、

神
代
巻
に
見
ゆ」

と
い
う
言

葉
が
度
々
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に、

観
瀾
は
後
世
の
繁
多
な
解
釈
を
排
除
し、

天
皇

と
神
器
が
居
を
共
に
す
る
と
い
う
『
日
本
書
紀』

神
代
巻
の
簡
素
な
記
述
の
み
に
基

づ
い
て
神
器
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る。
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ま
た
観
瀾
は
『
論
纂
駁
語』

仲
哀
天
皇
条
に
お
い
て
「
神
代
巻
井
び
に
景
行
紀
に

一

処、

仲
哀
帝
に
両
処
み
ゆ
る
を
考
ふ
る
に、

古
は
頌
賀
歎
楽
の
時
は
必
ず
三
種
を

か
ざ
り
と
せ
り」

と
述
べ
て
お
り、
『
日
本
書
紀』

の
記
述
を
典
拠
と
し
て、

古
代

で
は
神
器
が
よ
り
天
皇
の
身
近
に
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

こ
の
点

も
観
瀾
の
神
器
論
を
支
え
る
根
拠
の
一

っ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う(
61)。

以
上
の
よ
う
に、

観
瀾
の
神
器
論
は
古
典
の
記
述
の
み
を
典
拠
と
す
る
と
い
う
歴

史
的
な
視
点
か
ら、

神
器
に
宿
る
皇
祖
神
と
天
皇
の
一

体
化
を
論
ず
る
も
の
で
あ
っ

た。

こ
の
よ
う
な
神
器
論
と
同
様
の
歴
史
的
視
点
に
基
づ
き、

観
瀾
は
垂
加
神
道
そ

の
も
の
も
批
判
す
る。

説
く
者、

適
に
其
の
至
易
至
簡、

口
舌
に
施
す
こ
と
な
き
を
以
て
憂
と
な
す。

こ
と
ご
と

象
に
依
り
類
に
仮
り、

釈
を
援
き
儒
を
混
じ、

紛
転
支
雑、

畢

く
王
教
精
微

の
旨
を
し
て、

堅
然
と
し
て
日
に
失
は
し
む。

…
…
近
世
に
至
り
て
は、

又
宋

儒
性
命
の
説
を
取
り
て、

以
て
之
を
張
皇
文
飾
し、

陽
に
牽
合
を
忌
み
て
陰
に

剰
窃
を
事
と
す。

談
し
て
日
く、

理、

四
海
に
準
じ、

期
せ
ず
し
て
同
じ
と。

則
ち
言
は
誠
に
似
て、

真
に
益
と
乱
る(
62)。

（
同
右）

観
瀾
の
考
え
る
神
道
と
は、

天
皇
と
神
器
の
霊
の
一

体
化
に
よ
り
「
皇
道」

が
生

成
さ
れ
る
と
い
う
理
論
を
超
え
た
次
元
に
あ
る
も
の
だ
が、

仏
教
や
儒
教
を
援
用
し

た
従
来
の
神
道
思
想
に
よ
り、

神
道
の
素
朴
な
本
質
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
観

瀾
は
述
べ
る。

現
在
で
は
表
向
き
習
合
を
否
定
し
な
が
ら
も
朱
子
学
に
よ
る
神
道
の

粉
飾
が
行
わ
れ
て
い
る
が、

そ
れ
も
ま
た
神
道
の
本
質
を
見
失
わ
せ
る
と
観
瀾
は
批

判
す
る。

こ
こ
で
観
瀾
が
指
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
垂
加
神
道
の
妙
契
論
で
あ
ろ

う。

垂
加
派
で
は、

神
道
と
朱
子
学
と
の
外
面
的
な
習
合
を
否
定
し
つ
つ、

そ
の
本

質
的
な
一

致
を
説
く
こ
と
で、

従
来
の
儒
家
神
道
と
の
差
別
化
を
図
っ
て
い
た。

だ

が
観
瀾
は
古
典
の
み
に
依
拠
し
て
神
道
を
と
ら
え
る
歴
史
的
視
点
に
よ
り、

垂
加
派

の
恣
意
的
な
解
釈
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
神
道
の
本
質
を
|
|＇
そ
れ
自
体、

観
瀾

の
主
観
的
解
釈
を
反
映
し
た
も
の
と
は
い
え
—
|
明
る
み
に
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ

結

こ
の
よ
う
に
観
瀾
は
単
な
る
儒
学
派
で
は
な
く、

垂
加
神
道
を
ふ
ま
え
た
上
で
そ

れ
を
超
え
る
神
道
思
想
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た。

観
瀾
の
垂
加
神
道
批
判
は、

吉
見
幸
和
や
そ
の
後
の
国
学
の
展
開
を
思
わ
せ
る(
63)。

垂
加
神
道
は
神
儒一

致
を

基
本
と
し
て
い
た
も
の
の、

純
粋
な
日
本
の
本
来
性
を
探
究
す
る
過
程
で
徐
々
に
神

典
を
歴
史
的
に
研
究
す
る
よ
う
に
な
り、

国
学
へ

接
近
す
る
一

面
も
有
し
て
い
た

(
64)。

観
瀾
の
神
道
思
想
は
か
か
る
契
機
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
が、

そ
れ

が
可
能
に
な
っ
た
の
も、

神
道
を
歴
史
的
に
と
ら
え
る
前
期
水
戸
学
の
知
の
水
準
が

土
台
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

光
肉
の
決
断
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
神
器
正
統
論
は、

神
器
が
儒
学
の
な
か
に
明

確
な
位
置
を
も
た
な
い
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に、

必
然
的
に
前
期
水
戸
学
の
言
説
を

神
道
の
問
題
系
へ
と
引
き
入
れ
る
も
の
で
あ
っ
た。

先
行
研
究
で
は
潜
鋒
と
観
瀾
ら

の
対
立
が、

し
ば
し
ば
神
道
と
儒
学
の
衝
突
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
が、

今

回
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
よ
り
複
雑
な
言
説
状
況
で
あ
っ
た。

何
よ
り
観
瀾
も
神
器
正
統
論
を
議
論
の
前
提
と
し
て
承
認
し
て
お
り、

そ
れ
を
否

定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た。

潜
鋒
と
観
瀾
の
差
異
を
生
み
出
し
た
―

つ
の
要

因
は、

朝
廷
に
対
す
る
志
向
性
と
い
う
政
治
的
文
脈
に
お
け
る
違
い
で
あ
り、

ま
た

観
瀾
が
神
器
正
統
論
を
批
判
し
た
の
は、

神
器
の
正
統
性
が
無
効
化
さ
れ
た
現
実
の

状
況
を
ふ
ま
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た。

さ
ら
に
観
瀾
は
垂
加
神
道
を
知
悉
し
た
上

で
そ
れ
を
批
判
し、

新
た
な
神
器
論、

神
道
思
想
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た。

こ

れ
は、

歴
史
的
視
点
か
ら
神
道
を
把
握
す
る
と
い
う
光
圏
11
彰
考
館
の
知
の
水
準
が

可
能
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。

い
う
な
れ
ば
前
期
水
戸
学
の
神
器
論
争
と
は
神
道
と

儒
教
の
対
立
で
は
な
く、
「
皇
統」
「
神
器」
「
神
道」

と
い
っ
た
日
本
の
本
来
性
の

規
定
を
め
ぐ
る
闘
争
だ
っ
た
の
で
あ
る。

る。
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さ
ら
に
い
え
ば 、
「
皇
道」
を
非
言
語
的
な
経
路
で
伝
え 、

社
会
秩
序
を
維
持
す

る
と
い
う

発
想
は 、
「
教
訓
正
俗 、

言
わ
ず
し
て
化
す(
65)」
（『
新
論』
国
体
上 、

文
政
八
〈一
八
二
五〉

年
成
立）
と
い
う
会
沢
正
志
斎
の
発
想
を
思
い
起
こ
さ
せ
る 。

そ
れ
は
後
期
水
戸
学
の
士
台
と
な
る
知
の
営
み
が
前
期
に
お
い
て
す
で
に
準
備
さ
れ

て
い
た
こ
と
を 、

す
な
わ
ち
日
本
の
本
来
性
を
め
ぐ
る
知
の
布
置
が
変
動
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る 。
こ
の
こ
と
は 、

祖
彼
学
や
国
学
の
影
響
を
受
け
た
後
期

水
戸
学
に
至
っ
て
初
め
て
日
本
社
会
固
有
の
「
伝
統」
が
主
題
と
な
り 、

宗
教
的
儀

礼
を
通
じ
た
民
心
の
統
治
と
い
う

構
想
が
生
れ
た
と
す
る
尾
藤
正
英
以
来
の
水
戸
学

論
の
枠
組
み
に 、

見
直
し
を
迫
る
も
の
で
あ
ろ
う(
66) 。

神
器
正
統
論
が
引
き
起
こ
し
た
議
論
は 、

や
が
て
安
積
溜
泊
に
お
い
て
儒
学
寄
り

に
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が 、

そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ

と
に
し
た
い 。

(
l)

本
稿
で
は
光
岡
の
主
導
に
よ
る
『
大
日
本
史』
の
編
纂
事
業
と
そ
れ
に
と
も
な
う
学
問

営
為
を
「
前
期
水
戸
学」
と
し 、
前
期
ま
で
の
成
果
に
基
づ
き
藤
田
幽
谷
と
そ
の
門
流

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
政
治
思
想
を
「
後
期
水
戸
学」
と
呼
ぶ 。

(
2)
『
神
道
大
系
〈
論
説
編
五〉

原
漢
文 。

(
3)
『
水
戸
学
の
史
的
考
察』
中
文
館
書
店 、

(
4)
『
水
戸
学
派
の
尊
皇
及
び
経
綸』
（
雄
山
閣 、

話』
（
今
日
の
問
題
社 、
一
九
四
三
年）
二
三
ー

四
頁
な
ど 。

(
5)
「
水
戸
学
に
於
け
る
三
宅
観
瀾
の
位
置
と
其
の
影
響」 、
『
転
換
期
の
神
道』
所
収 、
畝
傍

一
九
四一
年、
，一
三
三
頁 。

(
6)
「
大
日
本
史
と
崎
門
史
学
の
関
係」
（
日
本
学
協
会
編
『
大
日
本
史
の
研
究』
所
収 、
立

花
書
房 、

書
房 、 註

水
戸
学』
神
道
大
系
編
纂
会 、

一
九
四
0
年、
二
三
ー

七
頁 。

一
九
三
五
年）
四
ニ
ー

三
頁 、
『
水
戸
学
講

一
九
五
七
年） 、
「
北
畠
親
房
と
崎
門
学
派」
（
平
泉
澄
監
修
『
増
補

房
公
の
研
究』
所
収 、
皇
學
館
大
學
出
版
部 、

な
ど。

一
九
七
五
年、
初
版
は一
九
五
四
年）

(
7)
名
越
時
正
「
水
戸
藩
に
お
け
る
崎
門
学
者
の
功
績」
（『
水
戸
光
図
と
そ
の
余
光』
所
収 、

水
戸
史
学
会 、
一
九
八
五
年） 。
近
藤
啓
吾
「
三
種
神
器
説
の
展
開
—
|＇

後
継
者
栗
山
潜

鋒」
（『
続
々
山
崎
闇
斎
の
研
究』
所
収 、
神
道
史
学
会 、
一
九
九
五
年） 。
松
本
丘
『
尚

仁
親
王
と
栗
山
潜
鋒』
（
神
道
史
学
会 、
二
0
0
四
年） 、
同
「
前
期
水
戸
学
に
於
け
る

南
北
朝
正
閏
論」
（『
水
戸
史
学』
六
九
号、
二
0
0
八
年
十一
月） 。

(
8)
「
近
世
に
お
け
る
歴
史
叙
述
と
そ
の
思
想」 、
『
近
世
日
本
の
思
想
像

1
歴
史
的
考
察』

所
収 、
研
文
出
版 、
一
九
八
四
年、
三
五
ー

六
頁 。
松
本
は 、
こ
の
よ
う
な
潜
鋒
の
神

器
正
統
論
の
原
因
を 、
父
子
関
係
の
倫
理
を
重
ん
じ
る
厳
格
主
義
的
態
度
に
帰
し
て
い

る 。

(
9)
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
構
図
に
立
脚
し
て
い
な
い
先
行
研
究
も
あ
り 、
そ
れ
ぞ
れ
に
注

一
九
八
六
年、

北
畠
親

1
0
頁 。
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(
13
 

一
九
六
四
年、
四
三
三
頁。

四
ー
五
頁。

一
九
六
八
年、
七

一
九
八
五
年。

目
すべ
き
論
点
が
あ
る。
た
と
え
ば
近
年
で
は
田
中
俊
亮
が、
前
期
水
戸
学
に
通
有
の

「〈
実〉
の
戦
略」
が
「『
神
器
11
正
統』
論
の
再
編
成」
を
生
み
出
し、
「
革
命
思
想
と
し

て
の
南
朝
正
統
論」
を
解
体
し
た
と
す
る
見
通
し
を
示
し
て
い
る
（「
前
期
水
戸
学
に
お

け
る
『〈
実〉
の
戦
略』
|ー
上女
積
溜
泊
の
諸
言
表
を
め
ぐ
っ
て」、
『
日
本
思
想
史
研
究

会
会
報』
二
九
号、
二
0―
二
年
十
二
月）。
田
中
の
い
う
「〈
実〉
の
戦
略」
と
い
う

視
点
は
重
要
で
あ
り、
今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
が、
本
稿
は
よ
り
具
体
的
に
彰
考

館
員
の
置
か
れ
て
い
た
神
道
思
想
史
の
流
れ
と
社
会
的
文
脈
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
く。

一
四一
ー
三
頁。

(
10)
溝
口
前
掲
「
水
戸
学
に
於
け
る
三
宅
観
瀾
の
位
置
と
其
の
影
響」、

(
11)
松
本
純
郎
「
水
戸
藩
に
於
け
る
吉
野
正
統
の
自
覚
に
就
い
て」、
『
水
戸
学
の
源
流
〔
復

刻
版〕』
所
収、
国
書
刊
行
会、
一
九
九
七
年。

(
12)
久
保
田
収
『
近
世
史
学
史
論
考』
皇
学
館
大
学
出
版
部、
一
九
六
八
年、
八
七
ー
八
頁。

水
戸
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
水
戸
市
史』
中
巻
（一
）、
水
戸
市、

『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
二
期〉』
第
十
六
巻、
吉
川
弘
文
館、
一
九
七
四
年、
四一
0
頁。

以
下、
一
次
資
料
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
変
え、
引
用
者
注
は
亀

甲
カ
ッ
コ
で、
割
注
は
山
カ
ッ
コ
で、
閑
字
は
口
で
表
し
た
が、
擾
頭
は
省
略
し
た。

(
14)
茨
城
県
立
歴
史
館
編
『
茨
城
県
史
料
近
世
思
想
編

一
九
八
九
年、
八
四
頁。

(
19)
野
口
武
彦
『
徳
川
光
囲』
（
朝
日
新
聞
社、

大
日
本
史
編
纂
記
録』
茨
城
県、

(
15)

川
崎
紫
山
訳
註・
大
日
本
史
普
及
会
編
『
訳
註
大
日
本
史』
第
二
巻、
大
日
本
史
普
及

会、

(
16)
「
大
日
本
史
の
思
想」
（
前
掲
『
水
戸
市
史』
中
巻
〈一
〉
所
収）
七
七
0
|
三
頁
ほ
か。

(
18)
水
戸
史
学
会
編
『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集』
常
盤
神
社、

(
17)
大
川
真
『
近
世
王
権
論
と
「
正
名」
の
転
回
史』
（
御
茶
の
水
書
房、
二
0―
二
年）
第

一
部
二
章、
お
よ
び
拙
稿
「
神
器
と
正
統
ー
|'
闇
斎
学
派
の
南
朝
正
統
論」
（『
日
本
思

想
史
研
究
会
会
報』
三一
号、
二
0一
五
年一
月）
一
〇
六
ー
七
頁
を
参
照。

一
九
七
八
年‘
―
二
八
頁。

一
九
七
六
年）
第
八
章、
桂
島
宣
弘
「『
華

夷』
思
想
の
解
体
と
国
学
的
『
自
己』
像
の
生
成」
（『
思
想
史
の
十
九
世
紀_
||
他
者

と
し
て
の
徳
川
日
本』
所
収、
ぺ
り
か
ん
社、
一
九
九
九
年）
一
六
八
ー一
七一
頁、

渡
辺
浩
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
〈
増
補
新
装
版〉』
（
東
京
大
学
出
版
会、
二
01
0

年）
十
五
頁。
こ
の
点
に
は
闇
斎
と
の
類
似
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る。
前
掲
拙
稿
「
神

1
0
七
ー
八
頁
を
参
照。

器
と
正
統」

(
20)
『
日
本
思
想
大
系
四
八

(
21)
同
右、
三
七
0
頁。

(
22)
諸
橋
轍
次
「
支
那
の
神
器
及
び
正
統
論」、
『
経
史
八
論』
所
収、
関
書
院、

年、
二
四一
頁。

近
世
史
論
集』
岩
波
書
店、

一
九
八一
年、
七
五
ー
六

一
九
七
四
年、
三
二
三
頁。

(
23)
前
掲
『
水
戸
市
史』
中
巻
(-
)、
八
二
五
ー
六、
八
七
三
ー
四
頁。

(
24)
名
越
時
正
「
水
戸
光
隊
と
神
道」、
『
水
戸
光
囲
と
そ
の
余
光』
所
収、
水
戸
史
学
会、

(
25)
圭
室
文
雄
『
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制』
評
論
社、
一
九
七一
年、

井
上
寛
司
『
日
本
の
神
社
と
「
神
道」』
校
倉
書
房、
二
0
0
六
年、 1
0
七
ー一
三
二
頁。

(
26)
前
掲
『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集
』
五
八
頁。
原
文
は
傍
点
が
付
さ
れ
て
い
る。

(
27)
名
越
時
正
「
水
戸
学
派
に
お
け
る
神
道
論
の
形
成」
『
水
戸
学
の
研
究』
所
収、
神
道
史

学
会、

一
五
六
ー
七
頁。

一
九
七
五
年、

(
28)
徳
川
隙
順
編
『
水
戸
義
公
全
集』
上
巻、
水
府
明
徳
会、

原
漢
文。

(
29)
前
掲
『
水
戸
義
公
伝
記
逸
話
集』
二
0
三
頁。

一
九
七
0
年、

(
30)
徳
川
箇
順
編
『
水
戸
義
公
全
集』
上
巻、
角
川
書
店、

(
31)
『
神
道
大
系
〈
首
編一
〉

神
道
集
成』
神
道
大
系
編
纂
会、

頁。

一
九
七
0
年、
一
八
三
頁。

一
九
三
三

一
九
三
頁。

一
九
二
頁。

(
32)
松
本
丘
『
垂
加
神
道
の
人
々
と
日
本
書
紀』
（
弘
文
堂、
二
0
0
八
年）
第一
編
第一
章、

磯
前
順一
・
小
倉
慈
司
『
近
世
朝
廷
と
垂
加
神
道』
（。へ
り
か
ん
社、
二
0
0
五
年）
第

一
部、
お
よ
び
拙
稿
「
不
可
視
の
『
神
皇』

ー
若
林
強
斎
の
祭
政一
致
論」
（『
宗
教
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研
究』
八
七
巻
三
輯 、

二
0一
三
年
十
二
月）

を
参
照 。

を
よ
り
詳
細
に
論
じ
直
し
た
も
の
で
あ
る 。

(
34)

松
本
丘
『
尚
仁
親
王
と
栗
山
潜
鋒』

神
道
史
学
会 、

二
0
0
四
年、

(
39)

岩
佐
正
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
八
七

六
五
年、

二
0
0
頁 、

補
注
十
二 。

神
皇
正
統
記

増
鏡』

岩
波
書
店 、

近
世
史
論
集
』

三
三
六
ー

七
頁 。

(
41)

近
藤
前
掲
「
三
種
神
器
説
の
展
開」 、

九
六
頁 。

前
掲
拙
稿
「
神
器
と
正
統」 、

頁 。

(
42)
『
保
平
綱
史』 、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵一
八
八
六
年
写
本、

四
丁
オ
ー

ウ 。

原
漢

文 。

本
書
か
ら
の
引
用
は
原
本
の
訓
点
に
基
づ
い
て
書
き
下
し
た
が 、

世
史
論
集』
五
六
五
ー

七
頁
の
翻
刻
を
参
照
し
て
改
め
た 。

(
43)

同
右 、

二
丁
オ
ー

ウ 。

一

部
前
掲
『
近

(
44)

同
右 、

三
九
丁
オ 。

(
45)

松
本
前
掲
『
尚
仁
親
王
と
栗
山
潜
鋒
j
―
七
六
頁 。

(
46)

前
掲
『
近
世
史
論
集』 、

三
六
六
ー

七
頁 。

(
47)

な
お
『
保
平
綱
史』

に
は
ま
だ
神
器
正
統
論
は
見
ら
れ
な
い 。

お
そ
ら
く
潜
鋒
は
元
禄

(
40)

前
掲
『
日
本
思
想
大
系
四
八

(
38)

同
右 、

三
三
六
頁 。

(
37)
『
日
本
思
想
大
系
四
八

一
九
六
頁 。

1

0
九

一
九

一
九
七
四
年、

三
三
五
ー

六
頁 。

(
33)

闇
斎
学
派
の
南
朝
正
統
論
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
鳥
巣
前
掲
「
北
畠
親
房
と
崎
門

学
派」 、

お
よ
び
前
掲
拙
稿
「
神
器
と
正
統」

を
参
照 。

な
お 、

潜
鋒
と
観
瀾
の
神
器
論

争
に
つ
い
て
は
同
論
文
で
も
簡
単
に
言
及
し
た
（―
-
四
ー

五
頁） 。

本
稿
は
そ
の
論
点

(
35)

進
藤
英
幸
『
叢
書
・

日
本
の
思
想
家
十
四

三
宅
観
瀾
•

新
井
白
石』

明
徳
出
版
社 、

一
九
八
四
年、

三
0
_＿

頁 。

な
お
進
藤
は
観
瀾
が
木
下
順
庵
門
下
だ
っ
た
と
い
う
説

を
否
定
し
て
い
る
（
三一

ー
三
頁） 。

(
36)

尚
仁
親
王
と
潜
鋒
の
生
涯
と
思
想、

ま
た
『
保
建
大
記』
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
は
松

本
前
掲
『
尚
仁
親
王
と
栗
山
潜
鋒』
に
詳
し
い 。

近
世
史
論
集』

岩
波
書
店 、

(
59)

前
掲
『
新
註
皇
学
叢
書』

第
十
二
巻 、

二
五
四
頁 。

九
頁 。

58)
『
日
本
思
想
大
系
三
九

近
世
神
道
論

前
期
国
学』

岩
波
書
店 、

(
57)

同
右 、

二
五
五
頁 。

参
照 。

三
年
以
降 、

垂
加
派
と
交
流
す
る
中
で
神
器
正
統
論
を
受
容
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う 。

(
48)

尾
藤
正
英
は 、

潜
鋒
の
神
器
正
統
論
は
積
極
的
な
政
治
批
判
を
伴
う
も
の
で
あ
り 、

そ

の
点
で
『
大
日
本
史』
の
形
式
的
な
神
器
正
統
論
と
は
異
質
だ
と
述
べ
て
い
る
が
（
前

掲
『
水
戸
市
史』

中
巻
〈一
〉 、

七
七
一

ー
ニ
頁） 、

む
し
ろ
「
形
式
的」

な
神
器
正
統

論
こ
そ
が
潜
鋒
の
政
治
批
判
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る 。

(
49)
『
中
興
鑑
言
（
打
聞）
』 、

物
集
高
見
編
『
新
註
皇
学
叢
書』

第
十
二
巻
所
収 、

広
文
庫
刊

行
会 、
一
九
二
八
年、

三
二
九
ー

三
0
頁 。

原
漢
文 。

以
下 、
『
中
興
鑑
言』
の
引
用
に

当
た
っ
て
は
こ
の
『
新
註
皇
学
叢
書』

所
収
本
に
基
づ
く
が 、

高
須
芳
次
郎
編
『
水
戸

学
大
系

第
七
巻

栗
山
潜
鋒
三
宅
銀
瀾
集』
（
水
戸
学
大
系
刊
行
会 、
一
九
四
一

年）

所

収
本
も
適
宜
参
照
し
て
書
き
下
し
文
を
作
成
し
た 。

ま
た
割
注
は
山
カ
ッ
コ
で
表
し
た 。

(
50)

同
右 、

二
五
0
頁 。

(
51)

同
右 、

二
五
0
頁 。

(
52)

同
右 、

二
五一

頁 。

(
53)

若
林
強
斎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る 。
「
三
種
ノ
神
器
ア
ル
処
ヲ
正
統
卜

云
ヲ
ヽ
ヅ
ナ

ラ
バ 、

将
門
二
三
種
ヲ
モ
タ
セ
テ
モ
正
統
ト

イ
ハ
ン
カ
ト

云 、

三
宅
九
十
郎
〔
観
瀾〕

始
皆
不
審
ス
ル
ゾ」
（『
望
楠
所
聞
』

金
本
正
孝
編
『
強
斎
先
生
語
録』

所
収 、

渓
水
社 、

二
0
0一

年、

七
九
頁） 。

(
54)

近
藤
啓
吾
・

金
本
正
孝
編
『
浅
見
絹
斎
集』

国
書
刊
行
会 、
一
九
八
九
年、

五
三
五
頁 。

浅
見
絹
斎
と
若
林
強
斎
の
神
道
銀
に
つ
い
て
は 、

前
掲
拙
稿
「
不
可
視
の
『
神
皇』」

を

(
55)

前
掲
『
新
註
皇
学
叢
書』

第
十
二
巻 、

二
五
二
頁 。

(
56)

同
右 、

三
ニ
ニ
頁 。

一
九
七
二
年、
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(
61)
前
掲
『
水
戸
学
大
系
第
七
巻

栗
山
潜
鋒
三
宅
観
瀾
集
』

(
62)
前
掲
『
新
註
皇
学
叢
書』
第
十
二
巻 、
二
五
六
ー

七
頁 。

(
63)
観
瀾
に
国
学
の
先
駆
と
し
て
の
面
が
あ
る
こ
と
は 、
河
野
省
三
も
指
摘
し
て
い
る
（『
国

学
の
研
究』
大
岡
山
書
店 、
一
九
三
四
年 、
三
四
0
ー

ニ
頁） 。

(
64)
拙
稿
「
垂
加
神
道
の
『
古
事
記』
研
究

1

神
典
解
釈
の
問
題
を
中
心
に」
（『
國
學
院

大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要』
七
号 、
二
0一
五
年
三
月）
を
参
照 。

(
65)
『
日
本
思
想
大
系
五
三

(
66)
尾
藤
の
水
戸
学
論
に
つ
い
て
は
「

水
戸
学
の
特
質」
（『
日
本
の
国
家
主
義

ー
「
国

体」
思
想
の
形
成』
所
収 、
岩
波
書
店 、
二
0一
四
年）
を
参
照 。
初
出
は
前
掲
『
日

本
思
想
大
系
五
三

水
戸
学』
所
収 。

(
60)
同
右 、
二
五
五
ー

六
頁 。

水
戸
学』
岩
波
書
店 、

（
東
京
大
・

院）

一
九
七
三
年 、
五
六
頁 。

1
0
五
頁 。
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